
処分についての審査請求書（訂正版） 

2024(R6)年 12 月 29 日 

蘭越町長殿 

審査請求人（以下「請求人」） 

北海道磯谷郡蘭越町富岡 1035-3 

氏名    野村 一也  

電話番号 090-4836-4467 

行政不服審査法第２条の規定により審査を請求する。 

第１ 審査請求に係る処分の内容 

２０２４(Ｒ６)年１２月４日、蘭越町は、弁護士法人パークフロント法律事務所に請

求人の対応を委任したことを理由に、審査請求人に対し、情報開示請求を始め関連す

る一切の対応を拒絶することを表明した。 

第２ 審査請求に係る処分があったことを知った年月日 

２０２４(Ｒ６)年１２月４日 

第３ 審査請求の趣旨 

１ 蘭越町の行為が、行政不服審査法第２条の規定する処分に該当することの確認を

求める。 

２ 根本的な問題として、蘭越町の行為は、次の問題により、無効とすべきである。 

(1) 「不当な差別的取扱い」に該当し、公序良俗に反する。 

(2) 公務員に求められる「公正な職務の執行」に反する。 

３ 手続き的な問題として、蘭越町の行為は、処分をするに足る理由が請求人に告知

されておらず、杜撰である。蘭越町が同様の不適切な処分をしないための方策を

策定することを求める。 

４ 蘭越町が弁護士への委任を後ろ盾としていることについて、請求人は、蘭越町が

為した当該法律事務所への委任が、第三者である請求人を強制する効力を持ちえ

ないことの確認を求める。 

第４ 処分庁の教示の有無およびその内容 

処分庁の教示はなかった。それどころか、処分をしたとの認識さえないと思われる。 

別紙添付書類 

資料１ 当該弁護士法人が請求人に送りつけた文書 

資料２ 蘭越町が当該弁護士法人に宛てた委任状 
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